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玉川上水南側地区等の
都市計画に関する原案説明会

－次 第－

１ 開会

２ あいさつ

３ 玉川上水南側地区の地区計画の原案等について【説明内容】

４ 質疑応答

５ 閉会

昭島市 都市計画部 都市計画課

日時：令和６年 １１月３０日（土） 午前10時から つつじが丘小学校体育館

１２月 ４日（水） 午後 ７時から 市役所市民ホール
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説明内容

（１）地区計画とは

（２）これまでの振り返り

（３）地区計画の原案

（４）その他

１.玉川上水南側地区地区計画の原案

３.今後の予定

（１）昭島駅北口駅前地区地区計画の変更

（２）用途地域・高度地区の変更

２.関連する都市計画の変更原案

19523
テキストボックス
議題２資料①
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１. 玉川上水南側地区地区計画
の原案

（１）地区計画とは

（２）これまでの振り返り

（３）地区計画の原案

（４）その他

4

（１）地区計画とは

 地区計画とは、ある一定のまとまりを持った「地区」を
対象に、その地区の特性にあったまちづくりの誘導を図
る都市計画法に基づく制度の１つです。

 地区計画は、「目標・方針」と「地区整備計画」から構
成されます。

目標・方針
地区の目指すべき将来像
○まちづくりの目標
○目標の実現に向けた土地利用等について
の方針

地区整備計画
目標を実現するための具体的な制限等
○道路、公園などの地区施設の配置
○建築物等に関する具体的なルール
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建築物等の形態又は色彩
その他の意匠の制限

建物の屋根や外壁等の色彩に制限を設け、
良好な景観の形成を進めます。

（１）地区計画とは

建築物の敷地⾯積の最低限度
敷地の細分化を防止します。

壁⾯の位置の制限
道路等に⾯した建築物の壁⾯の位置を整え、
統一感のある街並みとすることができます。

建築物等の⾼さの最⾼限度
建築物等の高さを制限し、周辺環境に配慮し、
統一感のある街並み形成を進めます。

市内の地区計画で定めている地区整備計画には、以下のようなものがあり
ます。

建築物等の用途の制限
地区の目指すまちづくりのために、規制したい用
途を定めます。

壁⾯後退区域における
工作物の設置の制限

壁⾯後退した区域に制限を設けることで⾒通し
を確保します。

地区施設
道路、公園、歩道状空地、環境緑地、緑道等

垣又はさくの構造の制限
道路に⾯する垣⼜はさくの構造を定めます。

6

（１）地区計画とは

東京都都市整備局HPの図を基に作成

地区施設（公園）

用途の制限高さの制限
壁面の位置
の制限

地区施設（道路）
垣又はさくの
構造の制限

建築物等の形
態又は色彩
その他の意匠
の制限

敷地面積の
最低限度

地区整備計画のイメージ
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（２）これまでの振り返り

代官山の樹林地

松中橋

美堀橋

つつじが丘
小学校

行政界

対象区域
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これまで、玉川上水南側地区のまちづくりに関する懇談会や説明会などに
より市⺠の皆様のご意⾒の把握に努めてきました。

（２）これまでの振り返り

令和５年７月
玉川上水南側地区の地区計画策定に関する懇談会
・上位計画等について、地区の現況や課題の整理について
・地区の重点ポイントやまちづくりのイメージなど、地区計

画の基本的な考え方について

令和５年12月
玉川上水南側地区地区計画策定に向けた説明会
・地区計画の目標と、６つの方針、地区内の建築物等に係る

具体的なルール案について

令和６年５月
玉川上水南側地区等の都市計画に関する素案説明会
・玉川上水南側地区地区計画の素案について
・関連する都市計画の変更素案について
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地域のまちづくりの方針

（２）これまでの振り返り

＜都市計画マスタープランにおける位置づけ＞

代官⼭の樹林地の保全環境保全と市⺠の散策の場としての
活用

対象区域
スポーツと環境学習の
拠点としての活用促進

交通渋滞の解消の検討

JR八高線の松原架道橋の
拡幅検討

交流拠点としての整備促進

回遊性ある魅⼒的な
街並みづくり

「知の拠点」であるアキシ
マエンシスの利用促進

瑞雲中学校に災害時
の⾷料供給拠点となる
機能を付加

地区計画の検討
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（２）これまでの振り返り

○代官山の樹林地の保全（課題①②③）
代官山の樹林地を、周辺の緑空間をつなぐ緑の核として保全することが重要

○緑の連続性の確保（課題①②③④）
沿道の緑の連続性とともに、いちょう並⽊〜代官山の樹林地〜玉川上水の緑の
連続性を確保することが必要

○開かれた緑の確保（課題①③④⑤）
誰もが豊かな緑を享受できる散策路やオープンスペースの確保が必要

○玉川上水沿いの空間形成（課題①③④）
玉川上水の景観に配慮した空間形成が必要

○歩行者の安全性・回遊性の確保（課題⑤）
安全性・回遊性を考慮した歩行者空間の確保が必要

①緑の拠点とし
てのまちづくり

重点ポイント

②代官山の樹林
地の保全

③散策や憩いの
場の確保

④玉川上水の景
観の保全

⑤歩行者、自転
車の安全性の確
保

課題
＜地区の課題と重点ポイント＞
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（２）これまでの振り返り

＜素案説明会等での主な意見と市の見解＞
１）地区計画区域・地区計画の目標・各方針について

ご意見 市の見解
近隣の住宅地などを地区計画の
区域に含めてほしい

地区計画の区域は、地区の特性や土地利用に応じ、原則とし
て、道路や河川など土地の範囲を明示するのに適当な地形、
地物等によって定めることとしています。

「緑の拠点」や「水と緑を守り
育てるゾーン」に 位置付けて
いる都市計画マスタープラン等
に則った地区計画にすべき

都市計画マスタープラン等の上位計画に則り、本地区のまち
づくりの課題と重点ポイント（10ページ）を踏まえて検討
を重ねてきました。

代官山の樹林地だけではなく、
旧ゴルフ場や周辺の樹⽊も含め
て保全すべき

土地利用を極端に制限する地区計画は、地権者の理解を得る
ことが困難ですが、地権者に理解を求め、核となる代官山の
樹林地の保全や玉川上水沿いの緑道、その間に3.5haの公園
を配置します。これにより玉川上水からいちょう並⽊までつ
ながる緑のネットワークの形成を図るものとしています。

生物多様性や生態系への配慮を
地区計画に明記してほしい

土地利用の方針（緑地保全地区）に、生態系に配慮した緑豊
かな環境の維持について記載しました。

雨水浸透や下水道の整備、地下
水の保全について明記してほし
い

その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針に、雨水
浸透施設等の設置について記載しました。
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（２）これまでの振り返り

２）地区施設の配置及び規模について
＜素案説明会等での主な意見と市の見解＞

ご意見 市の見解
緑の分断、生態系への影響
や渋滞、事故の発生が懸念
されるので、道路の新設に
反対

本地区の殆どは、これまではゴルフ場という閉鎖空間でしたが、
今後土地利用転換が図られ、既存の南北道路（はなみずき通り）
だけでは地区の骨格として不⾜となるため、東⻄道路は必要と考
えます。
なお、生態系への影響については、東京都環境影響評価条例に基
づく審議内容及び審査意⾒書を踏まえて、開発事業者において、
動物の移動経路の確保など、生物の生息環境への影響を緩和する
ための適切な措置が検討されるものと理解しています。
また、交通安全の確保等については、交通管理者である警察等関
係機関と連携を取り、開発事業者と引き続き協議・検討を行うと
ともに、方針附図（将来イメージ）で示す、⺠地内での歩行者・
自転車空間の確保については、地権者と協定を締結してまいりま
す。

環境緑地はさらに広くとっ
てほしい

隣接する昭島駅北口駅前地区地区計画において、本地区と同様
の土地利用である生産・流通業務地区の環境緑地の幅を基本と
しています。



13

（２）これまでの振り返り

３）建築物等に関するルールについて
＜素案説明会等での主な意見と市の見解＞

ご意見 市の見解
業務地区Ａの高さ制限は玉
川上水の樹⽊の高さに合わ
せるなど、より厳しい制限
にすべき。業務地区Bにおい
ても高さの制限をすべき

高さ制限については、玉川上水が東京都景観計画における景観
基本軸であることや周辺の建物の現状・将来の建替え等を鑑み、
設定しています。

壁面後退をより広く確保す
べき

壁面後退については、隣接する昭島駅北口駅前地区地区計画に
おいて、本地区と同様の土地利用である生産・流通業務地区の
壁面後退の距離を基本としています。

既存樹⽊等への日当たりや
通風を考慮すべき

地区計画において制限できる項目は都市計画法で決められてい
るため、地区計画での対応は困難です。建築計画での配慮を開
発事業者に求めてまいります。
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（２）これまでの振り返り

４）樹林地、草地等の保全に関する事項・方針附図・地区計画緑地保全条例・協定・
関連する都市計画の変更素案・その他の事項について

＜素案説明会等での主な意見と市の見解＞

ご意見 市の見解
樹林地、草地等の区域をゴルフ場跡
地全体に広げて、現状の緑や生態系
を保全する内容にしてほしい

ゴルフ場跡地は⺠地であり、土地活用の意向がある土地すべ
てを樹林地、草地等の区域にすることについて、地権者の理
解を得ることは困難です。

市⺠の意⾒を尊重し、意⾒を反映し
てほしい

地区計画の検討においては、地権者の意向が重要ですが、本
地区においては、通常の地区計画よりも早い段階から懇談会
等を開催し、広く市⺠の皆様のご意⾒の把握に努め、可能な
範囲で計画に反映しております。

緑地や玉川上水の環境、景観、安全
に配慮した計画にしてほしい

本地区のまちづくりの課題と重点ポイント（10ページ）を踏
まえて検討を行っています。地区整備計画における制限の他、
歩行者等の安全な空間の確保については、方針附図において
示し、今後協定締結により担保を図っていきます。

地区計画や条例、協定により具体的
な対策や制限をしてほしい

市としても良好な環境を維持するために、地区計画の他、条
例や協定を予定しています。

地区計画に反対 都市計画マスタープランに則ったまちづくりを図るために、
地区計画は必要と考えます。
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（３）地区計画の原案

１）地区計画区域

代官山の樹林地

松中橋

美堀橋

つつじが丘
小学校

行政界
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名 称 玉川上水南側地区地区計画

位 置
昭島市つつじが丘一丁目、つつじが丘二丁目、美堀町一丁目、美
堀町二丁目、美堀町三丁目、美堀町四丁目、代官山一丁目、代官
山二丁目各地内

面 積 約 81.5 ha

地区計画の
目標

核となる緑である代官山の樹林地を中心として、玉川上水周辺か
ら昭島駅前のいちょう並⽊へつながる開かれた緑のネットワーク
を形成し、玉川上水沿いの良好な景観や歩行者の安全性・回遊性
の向上に配慮した、産業と人・自然が融合した市街地空間の形成
を目指していく。

２）名称、位置、面積、地区計画の目標

（３）地区計画の原案
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緑地保全地区

業務地区Ｂ

業務地区Ａ

本地区を３つの地区に区分し、それぞれの地区特性にふさわしい土地利用を誘導する。
３）土地利用の方針

（３）地区計画の原案

（１）業務地区Ａ
玉川上水沿いの景観に配慮した、豊かな緑を享受できる空間形成を図
るとともに、業務施設や沿道の店舗等を主体とした、周辺の緑環境や
住環境と調和した市街地形成を図る。

（２）業務地区Ｂ 隣接する小学校に配慮しながら、業務施設や沿道の店舗等を主体とし
た、周辺の緑環境や住環境と調和した市街地形成を図る。

（３）緑地保全地区 代官山の樹林地・緑地を保全し、生態系に配慮した緑豊かな環境の維
持を図る。

（約36.9ha）

（約40.0ha）
（約4.6ha）
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４）地区施設の整備の方針

（３）地区計画の原案

良好な市街地環境の形成を図るため、地区施設の整備の方針を次のように定める。

（１）道路の整備方針
円滑で安全な交通ネットワークを形成するため、既設の道路を
地区施設に位置づけるとともに、新たな区画道路を配置する。
道路の整備にあたっては、歩行者、自転車の安全に配慮した空
間を確保する。

（２）公園の整備方針
代官山の樹林地と玉川上水周辺をつなぐ、地域に開かれた緑空
間を形成するとともに、地区内外を散策する人々の憩いと交流
の場となる公園を配置する。

（３）その他の公共空地の
整備方針

緑の拠点にふさわしい市街地を形成するため、緑を享受し散策
を楽しめる緑道を玉川上水沿いに配置するとともに、周辺市街
地から連続した環境緑地を沿道に配置する。また、歩道がない
区画道路沿いをはじめとして、歩行者の安全性・回遊性に配慮
した歩行者ネットワークの形成に資する通行空間を敷地内に確
保する。さらに、南北のまちに向けた顔づくりとして、いちょ
う並⽊や玉川上水緑道からつながる空間においては、地域に親
しまれる、開かれた場の形成を図る。
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５）建築物等の整備の方針

（３）地区計画の原案

周辺環境と調和した良好な市街地を形成するため、建築物等の整備の方針を次のように定める。

（１）地区の特性にあった良好な街並みの形成を図るため、建築物等の用途の制限
を定める。

（２）敷地の細分化を防ぎ、良好な市街地環境を形成するため、建築物の敷地面積
の最低限度を定める。

（３）ゆとりある歩行者空間を確保し、玉川上水沿いの景観や周辺の市街地環境と
調和した街並みを形成するため、壁面の位置の制限や壁面後退区域における
工作物の設置の制限を定める。また、周辺への圧迫感を軽減するため、植栽
計画の工夫やオープンスペースの確保等に努める。

（４）玉川上水沿いの樹⽊や周辺の市街地の状況を踏まえ、建築物等の高さの最高
限度を定める。

（５）玉川上水沿いの景観や周辺環境と調和した、良好で統一感のある街並み景観
を創出するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。
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６）緑化の方針

（３）地区計画の原案

（１）緑豊かなうるおいのある環境を維持するため、積極的な緑化を図るとともに、
適切な維持管理に努める。

（２）既存樹⽊の保全や移植とともに、地域特性に応じた新たな植栽に努める。

（３）玉川上水沿い及び市道北146号沿いの住宅市街地と隣接する箇所は、景観へ
の配慮のため、高⽊を配置し、量感のある緑の確保に努める。

（４）周辺からの景観に配慮し、建築物や擁壁等の圧迫感の軽減に資する緑化を行
う。

周辺環境に配慮した市街地を形成するため、建築物等の敷地内における緑化の方針を次のよう
に定める。
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７）その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針

（３）地区計画の原案

（１）良好な市街地環境の形成を図るため、土地利用において、交通集中、振動、
騒音、光害、排熱などによる、周辺の市街地環境への影響について配慮する。

（２）災害に強い安全・安心な市街地を形成するため、災害時に一時的に避難場所
となりうる空間の確保を図る。

（３）フェンス等工作物の設置にあたっては土地利用の目的に応じた適正な配置の
みならず、隣接する緑道等歩行空間に配慮した配置や形態・意匠とする。

（４）周辺市街地への雨水流出の抑制を図るため、雨水浸透施設等の設置に努める。

周辺環境に配慮した市街地を形成するため、その他当該地区の整備、開発及び保全に関する
方針を次のように定める。
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８）樹林地、草地等の保全に関する方針

（３）地区計画の原案

良好な自然環境を形成している緑地の保全を図るため、樹林地、草地等の保全に
関する事項について定める。
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９）地区施設の配置及び規模

（３）地区計画の原案

公園２号公園１号

※( )は地区外を含めた全幅員

24

９）地区施設の配置及び規模

（３）地区計画の原案

種類 名称 幅員
( )は地区外を含めた全幅員 延⻑ 面積 備考

道路

区画道路１号 13m 約820m ― 既設
区画道路２号 1.1~4.7m(2.1~9.4m) 約1,520m ― 既設
区画道路３号 16~17m 約1,410m ― 新設
区画道路４号 3~8m(9~16m) 約890m ― 既設
区画道路５号 8.4m(16.8m) 約170m ― 既設
区画道路６号 4.5~9m(8.9~18m) 約80m ― 既設

公園
公園１号 ― ― 約35,400㎡ 新設
公園２号 ― ― 約1,000㎡ 新設

その他の
公共空地

緑道１号 5.0m 約1,500m ― 新設
環境緑地１号 2.5m 約300m ― 新設
環境緑地２号 1.0m 約2,250m ― 新設
環境緑地３号 0.5m 約2,300m ― 新設
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次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
（１）神社、寺院、教会その他これらに類するもの
（２）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場

その他これらに類するもの
（３）カラオケボックスその他これに類するもの
（４）自動車教習所
（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項第２号、

第３号に該当する営業に係るもの、同条第６項各号に該当する営業に係
るもの及び同条第９項に該当する営業に係るもの

10）建築物等に関する事項
【対象地区】①建築物等の用途の制限

（３）地区計画の原案

業務Ａ 業務Ｂ

26

500㎡

②建築物の敷地面積の最低限度

（３）地区計画の原案

700㎡ 350㎡ 350㎡

【対象地区】 業務Ａ 業務Ｂ

1,000㎡ 500㎡ 500㎡
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③壁面の位置の制限

（３）地区計画の原案

【対象地区】 業務Ａ 業務Ｂ

28

玉川上水敷地界

玉川上水 敷地

道路境界線又は玉川上水敷地界から、建築物の外壁又はこれに代わる柱の
面までの距離の最低限度は、27ページの図のとおりとする。

なお、１号壁面線については、地盤面からの高さが25ｍまでの範囲につい
ては10ｍ以上、地盤面からの高さが35ｍまでの範囲については15ｍ以上、地
盤面からの高さが40ｍまでの範囲については20ｍ以上、地盤面からの高さが
40ｍを超える範囲については25ｍ以上とする。

1号壁⾯線

（３）地区計画の原案

③壁面の位置の制限 【対象地区】 業務Ａ 業務Ｂ

眺望地点
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④壁面後退区域における工作物の設置の制限

壁面後退部分には、門・へい・その他の工作物を設置してはならない。た
だし、次の各号のいずれかに該当する工作物についてはこの限りでない。
（１）公益上必要なもの
（２）１号壁面線の玉川上水敷地界から10ｍを超える区域におけるもの
（３）１号壁面線の玉川上水敷地界から10ｍまでの区域において、地形の状

況によりやむを得ないと認められるもの及びそれに付属するもの

（３）地区計画の原案

【対象地区】 業務Ａ 業務Ｂ

30

⑤建築物等の高さの最高限度

（３）地区計画の原案

【対象地区】 業務Ａ

業務地区Ａ ４５ｍ
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⑥建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

１．建築物等の形態・色彩・その他の意匠は、玉川上水のうるおいある環境や周辺の街並み特
性と調和した良好な景観の創出に配慮したものとする。

２．建築物の外壁又はこれに代わる柱及び屋根の色彩は原色を避け、周囲の景観と調和する落
ち着きのある色調とする。

３．建築物の外壁面の色彩（色相、明度及び彩度の色彩に関する表示については、日本産業規
格Ｚ8721に定められたものとする。以下同じ。）は、（１）及び（２）に掲げる色彩の中
から、また、屋根面の色彩は、（３）及び（４）に掲げる色彩の中から使用する。ただし、
外壁各面について、各面の５分の１以下の面積まで（１）及び（２）に掲げる色彩以外の
色彩を使用することができる。

（１）色相が0R（赤）から5.0Y（⻩）の場合、明度４以上8.5未満、彩度４以下の色彩
（２）前１号に規定する色相以外の色相の場合、明度４以上8.5未満、彩度１以下の色彩
（３）色相が5.0YR（⻩赤）から5.0Y（⻩）の場合、明度６以下、彩度４以下の色彩
（４）前３号に規定する色相以外の色相の場合、明度６以下、彩度２以下の色彩

４．屋外広告物は、設置位置、形態、規模、デザイン、色彩などについて、地区の良好な環境
及び都市景観に配慮したものとする。

（３）地区計画の原案

【対象地区】 業務Ａ 業務Ｂ
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11）土地の利用に関する事項

下図に表示する樹林地、草地等の区域内においては、次に掲げる行為のうち、緑地
の保全上支障のある行為はしてはならない。
（１）建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
（２）宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
（３）⽊竹の伐採
（４）水面の埋立て又は干拓
（５）屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

樹林地、草地等の区域

①樹林地、草地等の保全に関する事項

（３）地区計画の原案

【対象地区】緑地保全地区
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12）方針附図（将来イメージ）

（３）地区計画の原案

歩行者等ネットワーク
（道路内）

歩行者等ネットワーク
（⺠地内）

地区計画区域

緑のネットワーク

核となる緑

公園

地域に開かれた場

緑道１号
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（４）その他

１）地区計画等緑地保全条例

地区計画等緑地保全条例（都市緑地法第20条）

地区計画等で、現に存する樹林地、草地、農地等の保全に
関する事項を定めた場合に、地区計画等緑地保全条例を定
めることができる。条例を定めることにより、対象とする
緑地は、伐採等の行為が規制され、現存する緑地を保全す
ることができる。

「地区計画等緑地保全条例」により、地区計画で定める代官山の樹林
地の保全の担保を図ります。
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（４）その他

地区計画の目標実現のため、具体的な制限の有無に係わらず、土地
利用にあたっては、各方針に沿ったまちづくりを求めるとともに、
良好なまちづくりのために担保が必要な事項（安全で回遊性の高い
敷地内の歩行者ネットワークの形成等）については、別途、地権者
等との協定の締結を検討しています。

２）協定

36

（１）昭島駅北口駅前地区地区計画の変更

（２）用途地域・高度地区の変更

２.関連する都市計画の変更原案
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（１）昭島駅北口駅前地区地区計画の変更

昭島駅北口駅前地区
地区計画【生産・流通業務地区】

変更前 変更後
名 称 昭島駅北口駅前地区地区計画
面 積 約65.8ha 約64.6ha

その他の公共空地 環境緑地12号
幅員 延⻑ 幅員 延⻑
0.5m 約790m 0.5m 約620m

地区の区分
名 称 生産・流通業務地区
面 積 約24.7ha 約23.5ha

敷地界の変更による昭島駅北口
駅前地区地区計画の区域の変更

変更前の地区計画区域界
変更後の地区計画区域界 玉川上水南側地区

地区計画

38

（2）用途地域・高度地区の変更

変更前の用途地域境界線
変更後の用途地域境界線

地区計画区域に合わせて、用途地域
境界線を道路中心から敷地界に変更

①

②
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３. 今後の予定
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今後の予定

＜提出・問い合わせ先＞
昭島市 都市計画部 都市計画課 都市計画係（市役所本庁舎２階）
郵送先：〒196-8511 昭島市田中町１-17-１ 市役所都市計画係宛て
電話番号：042-544-4410
ファックス番号：042-544-6440

（１）計画図書の縦覧 期間：令和６年11月25日（月）〜12月９日（月）
場所：市役所都市計画係

（２）説明動画配信

期間：令和６年12月２日（月）〜
市ホームページ掲載箇所：

トップページ＞市政情報＞まちづくり＞都市計画＞
玉川上水南側地区のまちづくり＞【玉川上水南側地区等】
都市計画に関する図書の縦覧及び原案説明会等

（３）説明会資料の配布
期間：令和６年12月２日（月）〜12月16日（月）
場所：市役所都市計画係、環境コミュニケーションセンター、

アキシマエンシス国際交流教養⽂化棟、公⺠館

（４）意⾒書の提出
期間：令和６年11月25日（月）〜12月16日（月）
提出方法：市役所都市計画係へ持参、郵送、ファックス

市ホームページ内専用フォームから送信
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玉川上水南側地区等の都市計画に関する原案説明会 開催状況 

 

【開催日時・参加者数】 

 開 催 日 時 会  場 参加者数 

１ 令和６年11月30日（土）10:00～12:00 つつじが丘小学校体育館 83名 

２ 令和６年12月４日（水）19:00～21:00 昭島市役所市民ホール 47名 

 

【主な意見・質疑】 

○地区計画に関すること 

・市民意見がほとんど反映されていない、市民の立場に立った地区計画にしてほしい。 

⇒地区計画は、開発計画を縮小・撤退させる目的で策定するものではない。具体の制限を受ける

地権者の意向は尊重する必要がある。素案から原案にかけ、方針の中で、生態系への配慮や、

雨水流出の抑制を追加記載するなど、市民の思いを十分に理解し、地権者と協議している。 

・地区計画と開発計画が関係ないというのは無理がある。 

⇒関係ないわけではない。開発計画により大規模な土地利用変更が想定されるため、地区計画の

検討をしている。 

・地区計画の開発計画への影響は。 

⇒開発事業者においては、地区計画の具体の制限を受けるほか、目標や方針の内容を十分に理 

解し、まちづくりを進めていくことになる。 

・より良いまちづくりになると思えないので、地区計画に反対。地区計画を早急に策定すると開発

事業者にお墨付きを与えることになりかねない。策定手続きを一旦ストップすべき。 

⇒地区計画がなければ、開発事業者が自由に開発できることになる。都市計画マスタープランに

則ったまちづくりのため、地区計画の策定が必要。引き続き環境アセス等の状況を注視しなが

ら、進めていく。 

・地区計画について市が主体性を持って検討したのか。 

⇒検討している。まちづくりについての一定の理解のもと、開発事業者は計画変更をしている。 

・原案の内容はきれいな言葉を並べ理想だと思うが、開発されると実現できない。 

・細かく検討がされている。 

・交通環境や生活環境全般を懸念しているのに地区計画での制限が部分的で不十分。 

⇒地区計画で定められることは法により限られている。また、他の地権者、将来の土地利用も踏

まえ、制限内容を検討している。地区計画で全ての問題を解消できるものではない。 

・その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針が抽象的過ぎる。交通集中、騒音等への配慮に

ついて、もう少し踏み込んだ表現にしてほしい。 

・今は高さ制限はなく、新たに制限をかけるということか。 

⇒現在は高度地区の指定のみで、高さ制限はない。今回、業務地区Ａに新たに制限をかける。 

・玉川上水景観計画では、建物高さは立木の高さを超えないとされているのに、この地区計画は違

議題２資料② 
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反している。 

⇒樹木の絶対高さのことではなく、地区計画で示した解釈で間違いないことは都に確認してい

る。 

・業務地区Ｂに高さ制限を設けない理由は。 

⇒地区の特性や周辺状況により高さ制限の有無を定めている。業務地区Ｂは、周辺建物の状況等

を踏まえ設定していない。業務地区Ａは玉川上水からの景観を鑑み制限が必要と判断し、設け

ている。 

・市は高さ制限の検討にあたり、環境アセスでのフォトモンタージュを確認したとのことだったが、

建物の色が空に溶け込む色であり、黒色で表現すると全く印象が異なる。市が納得したのなら、

市民に対して説明をしてほしい。 

⇒都知事の審査意見書では、おおむね技術指針に従って評価等が行われているとあり、また、意

匠等での工夫を求めているので、開発事業者作成のフォトモンタージュは誤っていないと認

識している。 

・緑地保全地区の方針で求めることにおいて、東西道路は問題ではないか。アニマルパスだけで解

決できるのか専門家の知見を踏まえて、検討が必要。 

⇒開発事業者からは、アニマルパスの有効性について、有識者に相談しながら検討していると聞

いている。 

・代官山の樹林地という狭い範囲にだけ適応する条例では、おそらく貴重な生態系は無くなる。 

⇒ゴルフ場が無くなることは決定しており、そうした状況下、生物にとっての貴重な場所をいか

に担保するかを考え、条例を検討している。 

 

 

○開発計画に関すること 

・開発指導要綱に基づいた同意協議申請に対して、市の権限として同意しないことができるはず。

行政のできることには限度があると言うが、市長の立場でしっかり対応してほしい。 

⇒開発にあたっての市の同意は、都市計画法に基づく公共施設管理者としての同意である。その

他の事情（樹木伐採、交通量など）によって、同意を拒むことや遅延させることは、法の趣旨

からできない。 

・課題が広範にわたるため、市長をトップとした体制づくりが必要。市全体の姿勢や市の取組と開

発事業者の対応など進捗状況が分かるよう市ホームページで公表してほしい。 

⇒都市計画部だけでなく、庁内全体で取り組んでいる。周辺環境への影響について課題がある

が、地区計画だけでなく、協定などを含め引き続き協議し、市民の安全・安心のために取り組

んでいく。なお、市の取組や求めた回答については、文書で回答されているものは市ホームペ

ージに掲載している。 

・市民は開発をやめてほしいと思っている。市は市民、開発事業者、どちらの立場なのか。 

⇒行政として撤退等を求めることはできないが、市民の立場に立ち、初めから開発事業者と対峙

している。引き続き、市民の安全・安心が図られるよう努めていく。 
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・地区計画区域内のことよりも周辺の道路・交通問題の方が重要。 

⇒市としても周辺環境や交通等において懸念があると考え、当初から開発事業者には、市民に早

期に説明し、その意見を計画に反映するよう求め、また要請や申入れ等を行い、開発事業者と

協議をしている。 

・交通安全において問題がある。 

⇒市民の安全は大事であり、開発事業者においては、学校やPTA等から危険個所の聞き取りを行

っており、必要な対策を検討してもらう。また、行政としても取り組んでいく。 

・データセンターからの排熱が心配。 

⇒開発事業者の排熱シミュレーションを確認したところ、周辺地域では排熱の影響はほぼない

となっている。こういう情報は積極的に市民に開示するよう求めている。 

・昭島の水の今後が心配。今回の開発で相当の水を使うと聞いた。また、PFASの影響はないのか。 

⇒現在の市の配水量の中で対応できると担当部署から聞いている。物流施設からPFASが出るも

のではないため、市としては心配していない。 

・公園が市に譲渡されるのは決まっているのか。 

⇒道路や公園は市に帰属する申請が出てきているが、現在協議中。都市計画法では原則、地元市

町村が管理することとなっている。 

 

○その他 

・市長は、なぜ説明会に一度も出席しないのか。 

⇒市が行う開発事業であれば、理事者の出席も考えられるが、地区計画の説明会は、市長の補助

執行機関として職員が説明している。 

・市民参加が可能な協議会を設立してほしい 

⇒運営開始後には、地域住民・事業者・行政の３者での定期的な協議の場を持っていく。 

・大規模な物流施設火災が心配。 

⇒建築基準法や消防法に基づき建築され、所管行政庁による確認・検査が行われる。 

・公園ワークショップの参加者募集を市の広報で掲載した理由は。 

⇒市民意見を反映し、地域に愛される公園に整備されることは望ましいので、市民に広くお知ら

せするために掲載した。 

 


